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第 １ 章 
―提言書作成にあたってー 

１．はじめに（調査・研究目的） 

 佐伯市議会議員政策研究会は、執行部との二元代表制の一翼を担う議会として政策

立案能力を高め、議会自ら条例制定や政策提言を行うことを目指して、2010 年（平成

22 年）、議会基本条例の制定と同時に発足した。 

  2021 年（令和３年）５月７日に新たな会員９名により、第５期政策研究会として発

足し、直ちに調査研究テーマの選定協議に入った。選定協議では、会員から一般質問

などを参考に複数のテーマが提案された。それぞれテーマ案ごとに会員のプレゼンテ

ーションなどを経て、６月７日、第４回政策研究会において、「佐伯市における廃プ

ラスチック問題について ～ＳＤＧｓ達成・循環型社会をめざして～」を調査研究テ

ーマとすることを決定した。 

そこで、当研究会としては、佐伯市におけるプラスチックごみの実態、処理及びリ

サイクルの現状等の調査・研究を行い、本市におけるプラスチック資源の循環推進や

廃プラスチックの排出量削減に向けた仕組みづくりを目的に、条例の制定あるいは施

策の提言を行うことを調査・研究の目的とした。 

  

２．なぜ廃プラスチック問題か（調査・研究の背景） 

 （１）海洋プラスチックの衝撃 －廃プラスチックの削減が世界的課題にー 

   国民の生活に欠かせないものとなっているプラスチック製品。プラスチックは安

価で大量生産が可能で、かつ容易に加工できるということで、身近にあふれている。

これらプラスチック製品などがごみとして排出され、「廃プラスチック」となる。

この廃プラスチックが、ポイ捨てされたり、適切な処分がされないまま海に流され

たりした結果、海洋汚染や生態系に悪影響を及ぼすことが懸念されている。 

世界の海洋には１億 5,000 万トンものプラスチックごみが存在し、海に流出する

プラスチックごみの量は、世界中で年間 800 万トンと推定され、2050 年には海洋プ

ラスチックごみの重量が海に住む魚の重量を超えると言われるなど、非常に大きな

問題として世界規模の課題となっている。 

海洋プラスチックの発生源は、アジア諸国が全体 

の 82％を占めるとされ、とりわけ日本は、プラスチ 

ックの生産量で世界第３位、１人当たりの容器包装 

プラスチックごみの発生量は世界第２位となってお 

り、この問題には特別な責任があると言える。  

プラ 
ごみ？ 
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このような廃プラスチックをめぐる状況の中で、世界的な課題に貢献するため

に、佐伯市として取り組めることは何か、ここに政策研究会として「廃プラスチ

ック問題」を調査・研究の対象とした背景がある。 

※数字はＷＷＦジャパンＷＥＢサイト「海洋プラスチック問題について」から引用 

 

（２）プラスチックごみをめぐる世界の動き 

  ア 開発による地球環境を守る取組 －ＳＤＧｓの登場― 

環境を含む「持続的な開発」に関する世界的な動きは、1972 年の「人間環境宣

言」(国連人間環境会議)、1992 年の「リオ宣言」(国連環境開発会議)を経て活発

化した。2000 年には、世界的な環境目標に加え、先進国による途上国の支援を掲

げる「ＭＤＧｓ」(ミレニアム開発目標)が国連のサミットで採択された。その後、

2015 年にこの「ＭＤＧｓ」が期限を迎えたことを受け、同年、国連の持続可能な

開発サミットで新たに「ＳＤＧｓ」(持続可能な開発目標)が採択された。 

「ＳＤＧｓ」は、「ＭＤＧｓ」において見られた先進国と途上国の壁をなくし、

2030 年までに、ともに全世界的な立場で達成すべきものとして 17 の目標にまと

められ、各国及び国民の責務とされた。 

 

イ ＳＤＧｓの中の廃プラスチック問題 

ＳＤＧｓの目標の中には、「持続可能な消費と生産のパターンを確保する(目標

12)」や「海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する(目標 14)」など、

環境汚染から地球を守ることをテーマにした目標が多く含まれている。この環境

汚染の問題の一つが「プラスチックごみによる海洋汚染」である。 
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ウ プラスチックごみの規制に向けた動き 

（ア） バーゼル条約 

（有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約） 

1980 年代に多発した有害廃棄物の越境移動をめぐる事件を契機として、ＵＮ 

ＥＰ（国連環境計画）が中心となり、有害廃棄物越境移動の国際的なルールと

して 1989 年に条約として採択、1992 年に発効。日本は 1993 年に同条約を締結

し、本条約の国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する 

法律」を施行。対象は、鉛蓄電、廃油、医療廃棄物など５品目。 

有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への事前通告、 

同意取得の義務付け、非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁

止、不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務、規

制対象となる廃棄物の移動に対する移動書類の携帯義務等が課

せられる。             ※経済産業省ＨＰから 

 

 

（イ） ロッテルダム条約 

（国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前の

かつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約） 

先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤

が、開発途上国にむやみに輸出されることを防ぐために、締約国間の輸出に当

たっての事前通報・同意手続（Prior Informed Consent、通称ＰＩＣ）等を設

けた条約。1998 年９月 11 日、ロッテルダムにおいて採択。 

締約国には、条約の対象物質（アスベスト類など 39 物質）が対象や自国で

の使用を禁止または厳しく制限している物質を輸出する場合、人の健康や環境

への有害性・危険性に関するラベルや安全性データシートの添付が求められる。                   

※環境省ＨＰから 

 

（ウ） ストックホルム条約 

（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約） 

環境中での残留性が高いＰＣＢ、ＤＤＴ、ダイオキシン等のＰＯＰｓ（残

留性有機汚染物質）については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の

防止には不十分であり、国際的に協調してＰＯＰｓの廃絶、削減等を行う必

要から、2001 年５月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が

採択された。条約は、2004 年５月 17 日に 50 ケ国の締結により発効。2018 年

12 月現在 151 ヶ国及び欧州連合（ＥＵ）が署名、我が国を含む 181 ヶ国及び

ＥＵが締結。                     ※環境省ＨＰから 
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（エ） ジュネーブ決議（バーゼル条約の修正）  

2019 年５月 10 日に開催された第 14 回バーゼル条約締約国会議(ＣＯＰ14)

において、プラスチックの廃棄物を新たにバーゼル条約の規制対象物に追加す

る条約附属書改正が決議され、2021 年１月１日に改正附属書が発効されること

となった。 

国内では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有

害廃棄物等の範囲等を定める省令」を改正（2021 年１月１日施行）し、プラス

チックの廃棄物をバーゼル法の規制対象に追加した。これにより、基準に合わ

ない廃プラスチックは、輸出する前に、輸入国の同意が必要とされることにな

った。 

さらに、2019 年６月には、Ｇ20 大阪サミットにおいて、「大阪ブルー・オー

シャン・ビジョン」が採択され、2050 年までに、海洋プラスチックごみによる

追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指すこととされた。 

 

（オ） 脱プラスチックに向けた各国の取組 

世界の各国で「脱プラスチック」の取組が急加速している。アメリカ、ＥＵ、

フランス、イタリア、イギリス、インドなどにおいては、リサイクル等の取組

に加え、一定のプラスチック製品の使用を禁止するに至っている。また、これ

まで海外から多量の廃プラスチックを輸入していた中国は、2017 年 12 月末か

ら、生活由来の廃プラスチックの輸入を禁止し、東南アジア諸国も同様の規制

を行った。 

 

(３) プラスチックごみをめぐる国内の動き 

ア 廃棄物処理法から循環型社会形成推進基本法へ 

国内のごみ規制は、1970 年 12 月に成立した廃棄物 

の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に始ま 

る。同法は成立後も何度も改定が行なわれ、産業廃棄 

物を運搬する際のマニフェスト交付の義務付けや不法 

投棄の罰則強化、野焼きの禁止などが追加された。 

しかし、廃棄物の発生量は依然として膨大であることや廃棄物の最終処分場の

確保が困難になっていること、不法投棄が増大していることなど廃棄物を取り巻

く状況は年々複雑化していった。このため政府は、「大量生産・大量消費・大量廃

棄」型の経済社会から、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することと

し、2000 年に「循環型社会形成推進基本法」（循環基本法）を制定、国の廃棄物・

リサイクル政策の基盤を確立させた。循環基本法では国、自治体、事業者及び国

民の役割分担として、事業者及び国民の排出者責任がうたわれている。 
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イ リサイクル推進法による３Ｒの推進 

リサイクル政策の具体化として、2001 年に「資源の有効な利用の促進に関する

法律」（資源有効利用促進法・リサイクル推進法ともいう）が施行された。 

リサイクル推進法では、以下の３Ｒの総合的な推進が求められることとなった。 

（ア） 事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策 

（イ） 製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制（リデュース）対  

   策 

（ウ） 回収した製品からの部品等の再使用（リユース）対策 

 

ウ 個別法の整備とレジ袋有料化 

さらに、1995 年に成立した容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（容器包装リサイクル法）や 1998 年に成立した「特定家庭用機器再商

品化法」（家電リサイクル法）など個別物品のリサイクル法が定められ、国の施策

が形成されてきた。 

この動きを象徴するものとして、レジ袋有料化 

があげられる。政府は 2019 年「プラスチック資 

源循環戦略」を策定、リデュース等の徹底のため 

の施策の一つとして、国民生活に身近なレジ袋の 

有料化を位置づけた。これにより、消費者のライ 

フスタイル変革を促していく戦略であった。 

   

エ プラスチックの資源循環をめざすプラ新法 

 政府は、プラごみ問題、気候変動問題、中国等の廃棄物輸入規制強化等への対

応として、2019 年５月に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、３Ｒ＋Renewable

（リニューワブル・新素材に切替）の基本原則と目指すべき方向性を掲げた。                            

さらに、2021 年６月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用

製品廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環 

の取組を促進するための措置 

を盛り込んだ「プラスチックに 

係る資源循環の促進等に関す 

る法律」（プラ新法）が成立し、 

2022 年４月から施行された。 

※環境省ＨＰから 
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山間地域では道路沿いの広場や谷間に、弁当殻やペットボトルなどをはじ

め不法投棄ごみが散見されており、中には家電や指定ゴミ袋に入れたゴミま

で投げ捨てられているケースもあります。 

 

その対策としては地域住民によるごみ拾いなど、環境美化活動により保全

が図られていますが、繰り返しゴミ捨て場となっている場所には、自治体及

び警察署からの警告板が設置されており、悪質な箇所には監視カメラや防護

フェンスを設置するなど、公費（税金）により対策が図られています。しか

しながら対策を講じた場所では不法投棄は解消できても、また新たな場所に

ごみが投棄されるなど、ごみの投棄問題は際限のない状況にもあります。 

また投棄されたごみは、川から海に流されることで海洋プラスチック問題

などに直結し、生態系や環境汚染にも影響があると考えられています。 

 
不法投棄ごみについては廃棄物処理法違反（第 16 条）により罰則化（第 25

条 1 項 14 号）されていますが、各々の対策としては、地域住民の環境美化活 

動やごみ捨て禁止の啓発活動、定期的なパトロール等 

の監視活動などが挙げられています。 

 

山の環境が悪化すれば海の生態系にも影響があるこ 

とから、海洋プラスチック問題の観点からもリサイク 

ル意識の醸成及び「捨てない・捨てさせない」水際対 

策に取り組む必要があると感じます。（E.K） 

 

～ちょっと休憩～ 

 

《山間部における廃プラスチックの処理》 
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３．提言書作成のための調査・研究の方法 

  第１章第２項では、廃プラスチックをめぐる世界と日本の動きを概括的に述べてき

た。第２章では、調査・研究の過程を示していくことになる。「廃プラスチック対策」

という大きな調査研究テーマを掲げたものの、「実際にどうやっていくか」という点

で侃々諤々の議論の末、以下の項目で調査・研究することに決定した。 

（１）佐伯市における廃プラスチック処理の現状を執行部に説明を求める。 

 ・ごみ処理に直接関わる清掃課からは、廃プラスチックを含めたごみ処理の現状

と関連施策の説明を受け、エコセンター番匠の現地視察を行う。プラスチック製

品を扱い、リサイクル等に取り組んでいる課があれば説明を受ける。 

 

（２）佐伯市内の一般廃棄物処理事業者から廃プラスチック処理の実態を調査する。 

 ・市内には一般廃棄物の処理業者が数社存在するので、現地に赴き、廃プラスチ

ックの処理状況など調査することとした。 

 

（３）会員による海岸清掃活動を行い、海洋プラスチックの実態を調査する。 

 ・漂流、漂着ごみが集中すると思われる海岸を政策研究会会員により、清掃活動

を行い、廃プラスチックごみの実態調査を行うこととした。 

 

（４）国（環境省）の廃プラスチック処理に関する施策を調査する。 

 ・環境省またはその出先機関に訪問し、国の施策、廃プラスチックをめぐる国内

の動向などのレクチャーを受ける。 

 

（５）行政視察による先進自治体の事例を調査・研究する。 

 ・ごみのリサイクル率が高く、廃プラスチックに関する施策が進んでいる、いわ

ゆる先進自治体が全国に点在する。その中で、県自体がプラごみゼロ宣言をして

いる神奈川県は、鎌倉市、藤沢市など先進自治体が集中することから行政視察の

候補地とした。 

 

（６）市民から廃プラスチックに関する意識調査を行う。 

  ・市を通じた公式なアンケートではないが、会員 

の周りにいる市民にアンケートによる意識調査を 

実施する。 

以上の調査・研究を通して、佐伯市で取り組むべき 

課題、施策を提言にまとめることに決定した。 
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４．提言書完成までのスケジュール 

  政策研究会の構成メンバーは、佐伯市議会の常任委員会等の任期に合わせ２年とな

っている。その任期は、2021 年（令和３年）５月から 2023 年（令和５年）４月まで

である。提言書を任期中に執行部へ提出するためには、直前の３月定例会で報告を行

う必要がある。そこで、提言書完成までのスケジュールを以下のように計画した。 

（１）調査・研究期間 

   2021 年（令和３年）６月～2022 年（令和４年 10月） 

（２）提言書（案）作成期間  

   2022 年（令和４年 11 月）～2023 年（令和５年）１月 

（３）市議会への報告 

   2023 年（令和５年）３月 

（４）執行部への提言書提出 

   2023 年（令和５年）３月 
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第 ２ 章 
―調査・研究ー 

１．佐伯市における廃プラスチック処理について 

 （１）佐伯市における廃プラスチック処理の現状 

    

  

 

 

 

   佐伯市における廃プラスチックの処理に関しては、清掃課からの聞き取り及びエ

コセンター番匠への現地視察により調査を行った。 

佐伯市では、家庭ごみの分別は 11 区分（※別表１）されている。プラスチック

ごみについては、資源ごみとして分別されているのは、ペットボトルのみ（2008 年

４月開始）で、その他のプラスチックごみは全て燃えるごみとして分別されている。

分別された家庭ごみは全てエコセンター番匠へと運ばれる。 

 

ア 廃プラスチックの処理量 

エコセンター番匠に運び込まれたペットボトルについては、選別・圧縮の過程

を経て、再生処理業者に引渡される。廃プラスチックを含む燃えるごみは、焼却

するが、その過程で発生した余熱エネルギーを利用して発電を行い、施設内の電

気、給湯に使用されている。したがって、エコセンター番匠はサーマルリサイク

ル（※１）を行っていると言える。この発電出力は 1,600 キロワットで、エコセ

ンター番匠で使用される工場電力の４分の３を賄っているとのことである。 

エコセンター番匠では、2021 年度でみると年間 28,292 トンのごみを焼却して

おり、30.04％に当たる 8,601 トンがプラスチック類と推計されている。ペット

ボトル搬出量は年間 134 トンである。つまり、佐伯市においては、焼却されずに

リサイクルされているプラスチック類はわずか 0.5％にすぎない（※別表２） 

 

イ 廃プラスチックのリサイクルが困難な溶融炉方式 

2003 年３月に稼働を始めたエコセンター番匠は、ごみを焼却する「ガス化溶融

炉方式（※２）」を導入しました。これは第１章で触れたように当時、焼却時に発

生するダイオキシンが社会問題となり、発生させないためには高温で焼却する必

要があったこと、最終処分場の確保が困難であったことなどから、国が推進して

いた焼却炉の大型化に合わせ導入したという背景がある。溶融炉では、コークス

調査実施日：2021 年（令和３年）７月 29 日 

調査場所：市役所６F及びエコセンター番匠 

調査内容：佐伯市清掃課からの聞き取り及びエコセンター

番匠施設内視察 
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（石炭から生成）などを熱源としながら、発熱温度の高いプラスチックを補助熱

源として利用しており、プラスチック類を減らせばコークスの使用量が増え、Ｃ

Ｏ２の排出量が増加するということから、市としてはサーマルリサイクルという

現状の処理方法を維持する方針とのことであった。 

※１ サーマルリサイクルとは？ 

     廃プラスチックのリサイクルは、技術開発により現在以下のように３つの手

法に分けられている。 

（ア）マテリアルリサイクル プラスチックを溶かすなどして、再び製品化し、

再生利用するもの。パレット、マンホール、ハンガー、植木鉢、定規など多

くの商品に生まれ変わっている。 

（イ）ケミカルリサイクル プラスチックを成分分解し、ガス化・油化させ、燃

料として利用するもの。製鉄所や化学工場などで利用されている。 

（ウ）サーマルリサイクル プラスチックを焼却した際に発生する熱、排ガスエ

ネルギーを発電等に利用するもの。エネルギー回収とも呼ばれる。日本国内

では、多くがサーマルリサイクルに該当する。 

    ※２ 溶融炉方式とは？ 

溶融炉（ようゆうろ）は、ごみなどを火力によって燃やすのではなく、高温

で溶かす方式のこと。直接に高温で溶かす直接溶融炉と、焼却により生じた不

燃物（残渣）や飛灰を高温で溶かす灰溶融炉の２つがある。エコセンター番匠

は両方を取り入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※別表１ 家庭ごみ分別区分 

分 別 区 分 主 な 対 象 例 

家 
 
 

庭 
 
 

ご 
 
 

み 

燃 え る ご み 
生ごみ、紙くず、木くず、ゴム製品類、プラスチック類、革製品類、座布団、衣
類（綿100%でないもの）、リサイクルできない紙類等 

燃 え な い ご み 金属製品類、ガラス類、陶磁器類、自転車、布団毛布、じゅうたん等 

粗 大 ご み 
大型家具類（たんす、棚、ベッド、ソファー、椅子、テーブル） 
電動アシスト自転車等 

資 
 
 

源 
 
 

ご 
 
 

み 

飲食用の 

ビン・カン・ペットボトル 

清涼飲料水（お茶、ジュース等）、アルコール類（ビール、ワイン等）、調味料類

（しょうゆ、みりん、お酢等）の空容器 

紙類 （新聞） 新聞紙、折込チラシ 

紙類 （ダンボール） みかん箱、宅配便の外箱、缶ビールの外箱、家電製品の外箱等 

紙類 （その他の紙類） 
古本、古雑誌、包装紙、菓子箱、カレンダー等 

 (※写真､銀紙､油紙､窓付き封筒､ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ紙､ﾌｧｯｸｽ用紙を除く) 

布類 （綿 100%の布類） 綿 100%の布製品（タオル、タオルケット、衣類等） 

小 型 家 電 
（使用済小型電子機器） 

パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、家庭用ゲーム機等 

有 害 ご み アルカリ電池、マンガン電池、水銀式体温計、蛍光灯、蛍光管 

ガ レ キ 類 レンガ、コンクリートブロック、土、石 (※すべて少量のものに限る。) 

事
業
系
ご
み 

燃 え る ご み 

 （事業系一般廃棄物） 
産業廃棄物以外の可燃物（生ごみ、紙くず、木くず） 

飲食用のビン・カン・ペットボトル
（あわせ産業廃棄物） 

清涼飲料水（お茶、ジュース等）、アルコール類（ビール、ワイン等）、調味料類
（しょうゆ、みりん、お酢等）の空容器 
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ウ 今後のプラスチックごみの処理 

    佐伯市でも、国の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（プ

ラ新法）を受けて、プラスチックごみの排出抑制やリサイクルの取組を進めるべ

き時に来ているものの、現状では、「国の動向を注視し、いかに天然資源の消費

を抑制し、環境への負荷も抑えられるかも研究しながら、プラスチックごみの分

別収集についてメリット・デメリットや費用対効果も含めて判断していきたい」

（清掃課）とのことである。 

 

エコセンター番匠 基礎知識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別表２ プラスチックごみの年間処理量及びリサイクル量（過去５年の推移） 
 ごみ焼却量

(ﾄﾝ)（全体） 

プラ割合 (%)

（年平均） 

プラ焼却量(ﾄ

ﾝ)（推計） 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ搬出量

(ﾄﾝ)（ﾘｻｲｸﾙ量） 

2016 年度 27,310 26.10 7,128 102 

2017 年度 27,740 25.27 7,010 209 

2018 年度 28,184 24.30 6,849 115 

2019 年度 28,745 27.31 7,850 110 

2020 年度 28,292 30.40 8,601 134 

※プラスチックは、ビニール・皮革・ゴム・合成樹脂の分類項目に含まれている。（プラス

チックだけの割合ではない） 

・建設期間   

平成 12 年 10 月～平成 15 年 3 月 

・処理方式  

全連続シャフト炉式ガス化溶融方式 

・処理能力   

110t／日 （55t/24h×2 炉） 

・処理対象   

燃えるごみ、破砕・選別処理残渣等 

・搬入時間   

8 時 45 分～16 時 30 分 

・休業日    

日曜日、12 月 31 日～1 月 3 日 
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（２）農林水産業に関する廃プラスチック処理の状況 

    

 

 

 

 

農林水産省の調べでは、2018 年日本全体で廃棄されたプラスチック 891 万トン 

のうち、農業由来は約１％の約 11 万トンで、そのうちハウスやマルチなどに使わ

れるポリオレフィンや塩化ビニールが約 75％を占める。これらが再生処理される

割合は年々増加し、約８割となっている。 

 

そこで、佐伯市における農林水産分野の廃プラスチック処理の現状を農林水産部 

各課から聞き取り調査を行った。 

   ア 水産課 

    水産分野では、漁協が発泡スチロールの減容機を導入し、リサイクルの推進

に取り組んでいる。さらに、海岸清掃や漁協青年部などが海上清掃も行い、海

洋プラスチックの収集を行い、全量リサイクルされているとのことであった。 

   イ 農政課 

農業分野では、農協主導で農業用廃プラスチックの収集（※チラシ参照）を

行っており、全量リサイクルされているとのことであった。しかし、現状では、

肥料袋、ビニールハウス、シート等の各種のプラスチック製品が田畑に埋もれ

たまま放置されていることも見受けられる。 

   ウ 林業課 

林業分野では、シカネットにおいて脱プ 

ラスチックの取組は進められている状況と 

のことであった。しかし、市民からは過去 

に設置されたプラスチック製のネットが風 

化し、環境問題になっているとの指摘がさ 

れている。 

 

このように、農林水産業分野においてもリサ 

イクルなど脱プラスチックの取組が進められて 

いる状況を確認できた。しかし、過去に使用さ 

れたもの、風水害等により散乱したもの、漂着 

ごみや投棄されたものなどが、依然残されてい 

ると思われる。 

調査実施日：2021 年（令和３年）10 月 13 日 

調査場所：佐伯市役所６F 

調査内容：佐伯市農林水産部からの聞き取り 
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プラスチックは我々の生活に多大な利便性と恩恵をもたらした素材であ

り、漁業の分野においても、漁網やロープ、ブイ等の漁具に多くのプラスチ

ック素材が使用され、漁業の近代化に大きく貢献してきました。 

 

日本で製造・利用されるプラスチック類年間約 1,000 万トンのうち、漁網・

ロープ・ブイなどの漁具として製造されるのは年間おおよそ２万トン前後、

全体の 0.2％と推計されています。海洋プラスチックごみの多くは陸域から

と指摘されていますが、漁業で使われる漁具もあるとの指摘もあり、海洋プ

ラスチックごみやプラスチック資源循環問題について取り組む必要がありま

す。 

 

海の生物たちへの影響も甚大で、これまでに 700 種ほどに被害をもたらし

ている。このうち 92％がプラスチックごみによる影響だと言われています。

また、プラスチックが破砕されマイクロプラスチックとなって海を漂いなが

ら有害物質を付着し、魚に取り込まれるようになると水産業に大きな影響を

与えるようになることが懸念されています。 

 

大分県漁協では、「プラスチック資源循環アクション宣言」を起こし、プラ

スチックが、海洋ゴミ問題を始め環境中に放出されて大きな影響を与えてい

ることを踏まえ、ごみとして放出されることなく、資源として循環されてい

くよう発砲スチロール減容機により、廃フロートの処理に取り組んでいる 

とのことです。 

未来のために良い環境を残せるよ 

う、海洋プラスチックごみ問題及びプ 

ラスチック資源循環問題に積極的に取 

り組んでいく必要があります。（M.M） 

 

※数字は日本財団ジャーナルや産廃 

メディアの文献を参考にさせてもら 

いました。 

 
 

 

～ちょっと休憩～ 

 

《水産業における海洋プラスチックごみ問題》 
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（３）事業所から排出された廃プラスチックの処理 

    

  

 

 

 

ア 廃プラスチック処理の状況について 

〇ペットボトルの処理 

     受入後、破砕し、洗浄したのちペレット状にしてリサイクルしている。 

   〇ペットボトル以外の廃プラスチックの処理 

受入後、種類ごとに選別し、破砕処理する。その後プラスチックメーカーに

輸送し、油化したのち、セメント工場や発電用の燃料として利用している。 

    

  イ 処理量について 

（平成 28年度～令和２年度の年平均） 

   ・サーマルリサイクル 695 トン 

   ・マテリアルリサイクル 135 トン 

   ・埋め立て処分 212 トン 

     合計 1,042 トン 

    

ウ 廃プラスチック処理の課題 

    プラスチック類は種類が多く、構成する成分によって性質が異なる。例えば、

ペットボトルは分解しにくい性質、塩化ビニールは焼却すると有害物質が発生す

る性質などである。このため、リサイクルの手法も多岐にわたり、取扱いが複雑

になることが課題となっている。 

 

  エ 廃プラスチックの分別について 

    リサイクルによる油化はポリエチレンやポリプロピレン（レジ袋など）を大量 

に集める必要があるが、分別が困難である。 

分別によるリサイクルを広げるには、市民の 

協力が必要不可欠となる。しかし、今後世界 

でライフサイクルアセスメントの考え方が 

進めば廃プラスチックの取扱いは変わる。 

 

 

 

 

調査実施日：2022 年（令和４年）４月 19 日 

調査場所：佐伯市西浜 

調査内容：有限会社アサヒ産業からの聞き取り及び事業所内視察 
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（４）海岸に漂着する廃プラスチックの処理 

    

  

 

 

 

 

 

  ア 調査概要  

政策研究会員で大入島の舟隠周辺の海岸を清掃し、実際の活動を通じて廃プラ

スチックの状況確認を行った。なお、当日の清掃については、地元大入島の方３

名の協力を得た。 

 

イ 調査手法 

    各自ごみを収集し、そこから廃プラスチックのみを分別、その分別した廃プラ

スチックを事前に準備した集計表を基に個数を精査した。 

    収集したごみはエコセンター番匠に持込み処理を行った。 

 

  ウ 廃プラスチックの集計結果（※次頁表参照） 

今回の海岸清掃において、エコセンター番匠に持ち込んだごみ総重量は 110 キ

ログラムであった。収集したごみ袋では、総数 20 袋、内訳は燃えないゴミ６袋

（ビンや缶など）、燃えるゴミ３袋（紙類や布類など）、プラスチックゴミ 11 袋

という結果となった。ペットボトルは 27本収集した。 

全てのごみ袋にいっぱいに入った形ではなかったため、十分な比較はできない

が、プラスチックごみはほとんどが満杯であった。 

 

  エ ペットボトル収集による排出抑制 

１平方キロメートルの海中には 10 万個のマイクロプラスチックが浮遊してお

り、重量にすると 10 グラム程度と言われている。海岸でペットボトルを１本（約

30 グラム）収集するということは海面１平方キロメートルに散らばるマイクロ

プラスチックを収集（発生させない）したことと同じ効果があると言われている。

すなわち、今回のペットボトル収集実績だけでも 27 平方キロメートルのマイク

ロプラスチックを排出抑制できたと考えることができる。さらに、そのほかの廃

プラスチックも収集していることから、その効果はそれ以上と捉えることもでき

る。 

 

調査実施日：2022 年（令和４年）４月 19 日 

調査場所：大入島舟隠周辺 

調査内容：海岸清掃活動による廃プラスチックの状況調査 

実施人数：政策研究会 ８名  事務局職員 ４名 

 地区住民 ３名 
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オ 海岸清掃活動による調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 小分類 個数 小計 

飲食品 

飲料ペットボトル 27 

207 
食品トレー 41 

パッケージ（お菓子の袋など） 117 

その他食品プラスチック容器 22 

飲食以外 

プラスチックボトル 6 

37 

詰め替えパッケージ 6 

レジ袋 24 

プラスチック食器類 

（フォーク、ストローなど） 
1 

その他 上記以外のプラスチック製品 254 254 

※発泡スチロールの箱やロープ類など 

プラスチック片 プラスチックの欠片 723 723 

※大多数がプラスチック製の袋の朽ちたような形状のものでトタン、発泡スチ

ロールの欠片なども多くみられた。 

袋に入らなかったプラスチック類 4 4 

※３メートル程度のパイプ、俵型のフロート（発泡スチロール）、2メートル

程度のとい、お店の看板のようなもの 

総合計 1,225 
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２．国における廃プラスチック施策について 

 

 

 

 

 

国における廃プラスチック処理の施策については、４月１日に施行されたばかりの

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（プラ新法）の概要を調査・

研究することにとどめた。 

調査・研究の方法については、プラ新法の所管省庁である環境省に研修を依頼した。

環境省に赴き現地研修を検討したが、新型コロナウイルス感染症対策もあり、オンラ

インによる研修を行った。（図は研修資料から抜粋） 

 

 （１）プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査実施日：2022 年（令和４年）８月４日 

調査場所：佐伯市役所６F 大会議室 

調査内容：環境省環境再生・資源循環局総務課 リサイ

クル推進室からオンラインによる研修 
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 （２）施策に関わる予算措置等 

  ア プラスチック資源循環等推進事業 

■事業形態 請負事業 

■請負先 民間事業者・団体 

■実施期間 平成 18 年度〜令和 17 年度（予定） 

   ●事業目的 

令和４年４月に施行を予定しているプラスチックの資源循環の促進等に関す 

る法律の施行状況及び容器包装リサイクルに係る排出実態を調査し、プラスチッ

ク資源循環の高度化に向けた課題を分析する。また、プラスチック資源循環の現

状や同法の制度・施行状況に関する情報を広く自治体、事業者、消費者に発信し

ていく。 

（ア） プラスチック資源循環推進事業 

・プラスチック資源循環法等の施策効果の調査検討 

・プラスチック資源循環に係る３Ｒ推進事業 

   ・プラスチック資源循環に係る普及啓発事業 

（イ） 容器包装リサイクル推進事業 

・容器包装廃棄物排出実態等調査を継続的に実施し、課題分析を行う。 
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イ 脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業 

    ■事業形態 委託事業、間接補助事業（補助率１／３、１／２） 

■請負先 民間事業者・団体、大学、研究機関等 

■実施期間 令和元年度〜令和５年度 

   ●事業目的 

・海洋プラ問題、資源廃棄物制約、温暖化対策等の観点から、プラスチックの

海洋汚染低減、プラスチック等の化石資源由来素材の３Ｒや再生可能資源転換。 

・「プラスチック資源循環戦略」、「地球温暖化対策計画」、「バイオプラスチック

導入ロードマップ」、「プラスチック資源循環法」に基づき、プラスチック等の

化石資源由来素材の「代替素材への転換」、「リサイクルプロセス構築・省ＣＯ

２化」、「海洋生分解素材への転換・リサイクル技術」を支援し、低炭素社会構築

に資するシステム構築を加速化。 

（ア） 化石由来資源を代替する省ＣＯ２型バイオプラスチック等（再生可能資

源）への転換・社会実装化実証事業 

（イ） プラスチック等のリサイクルプロセス構築・省ＣＯ２化実証事業 

 

ウ 脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業 

■事業形態 間接補助事業（補助率１／３、１／２） 

■請負先 民間団体等 

■実施期間 令和３年度〜令和５年度 

●事業目的 

・「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（令和３年６月成立）

及び「今後のプラスチック資源循環のあり方について」（令和３年１月決定）に

掲げるプラスチック資源循環政策実現のため、国内におけるプラスチック循環

利用の高度化・従来の化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来

素材（バイオマス・生分解プラスチック、セルロース等）の製造に係る省ＣＯ

２型設備の導入支援。 

・今後の再エネ主力化に向け排出が増加する太陽光発電設備や高電圧蓄電池 

等、実証事業等において資源循環高度化が確認されている省ＣＯ２型リサイク

ル設備への支援。 

・コロナ禍における新しい生活様式下でのプラスチック使用量増加にも対応 

した持続可能な素材転換に向けて、国内の生産体制強靭化を図ります。 

（ア） 省ＣＯ２型のプラスチック高度リサイクル・再生可能資源由来素材の製

造設備への補助 

 （イ） 省ＣＯ２型の再エネ関連製品等リサイクル高度化設備への補助 
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 エ プラスチック・スマート  

「プラスチック・スマート」とは、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向

けて、個人・自治体・ＮＧＯ・企業・研究機関など幅広い主体が連携協働して取 

組を進めることを後押しするプラットフォーム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）プラスチック資源循環戦略の概要 
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３．先進自治体における廃プラスチック処理の取組 

（１）ごみ焼却ゼロをめざすまち －神奈川県葉山町― 

ア 葉山町の概要  

面積：17.04 平方キロメートル 人口：32,697 人 世帯数 14,688 世帯（令和

４年９月１日） 

東京から 50 キロメートル圏内に位置し、住宅と観光の町として発展。海水浴

やヨット、ウィンドサーフィンなどのマリンスポーツの町として、広く親しまれ

ている。 

 

イ 施策の概要 

   神奈川県の「かながわプラごみゼロ宣言（※）」に賛同、深刻化する海洋汚染

への貢献を目的に、マイクロプラスチック問題への対策を強化。また、国の「2050

年までに二酸化炭素排出実質ゼロとし、脱炭素社会を目指す宣言」に賛同し、2021

年３月、「はやま気候非常事態宣言」を表明した。 

※かながわプラごみゼロ宣言 

  2018 年夏、鎌倉市由比ガ浜でシロナガスクジラの赤ちゃんが打ち上げられ、胃の

中からプラスチックごみが発見されました。ＳＤＧｓ 

未来都市である神奈川県は、これを「クジラから 

のメッセージ」として受け止め、深刻化する海洋 

汚染、特にマイクロプラスチック問題から、ＳＤ 

Ｇｓ推進に取り組むため、2018 年９月に「かなが 

わプラごみゼロ宣言」を宣言しました。（葉山町ＨＰ） 

 

ウ 具体的な施策 

（ア） 町内の主要公共施設から、ペットボトル飲料の販売廃止。 

   （イ） 町内の公共施設 12ヶ所に 20 台のウォーターサーバーを設置。 

（ウ） 職員の公共施設へのレジ袋・ペットボトルの持込み禁止。 

（エ） 飲食を伴うイベントの後援名義の承認条件に、環境配 

慮行動を義務化。 

（オ） マイボトル・マイバッグキャンペーンの実施。 

（カ） 役場庁舎のトイレなどに環境配慮の啓発ポスターを掲 

示。 

（キ） プラスチックの代替新素材「ＬＥＭＩＸ」を扱う株式 

会社ＴＢＭと協定。 

（ク） はやまエシカルアクション（2022 年６月１日スタート） ペットボトルのない葉山町 

庁舎内売店 
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 エ はやまエシカルアクション 

エシカルとは、「環境、人、社会、地域を配慮したコトやモノ」を指す言葉。産

官民が連携して、「葉山町版エシカル消費」が進むよう、啓発・お願いのアクショ

ンを実施し、全町民、事業者・団体 1,000 団体の賛同で、「（地球の将来のために）

全員が本気で行動している町」として、世界に向けて発信する。 

   ＊エシカル消費とは？ 

    商品・サービス購入時には、「誰がどこで作り、どう運ばれてきたか」を考え、

地球環境に配慮しているかで買うか買わないかを選択。「買いだめ」、「買い占め」

をしない、使用した後も、シェアやリサイクルなどで資源を大切に長く使う。買

い物は「はやまエシカルアクション」賛同店を利用し応援する。移動時のＣО２

排出削減にもなる。 

 

  オ ごみ処理施設ゼロをめざした広域連携（鎌倉市・逗子市・葉山町） 

2020 年８月、「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画」を策定、現

状のごみ処理を広域連携（令和 11 年度）により半分以下を目指す計画としてい

る。 

 現状 広域後 

家庭系ごみ 約 61,000ｔ 16,593ｔ 

事業系ごみ 約 24,000ｔ 3,197ｔ 

（ア） 資源化率は、鎌倉市 52.0％、逗子市 47.4％、葉山町 44.3％、（県平均

24.4％）    ＊神奈川県内 33自治体中のトップ３を占める。 

（イ） 人口一人当たりのごみ処理費用：18,183 円（県平均 10,576 円） 

（ウ） 圏域の課題 

    ・一人当たりの１日のごみ排出量が多い。 

      燃やすごみのさらなる分別、資源化と生ごみ及び紙おむつの資源化を検討。 

    ・県内の他自治体に比べ、事業系ごみの割合が高い。 

      生ごみの削減。紙類の分別、産業廃棄物の分別の徹底。 

    ・既存のごみ処理施設（逗子市）の老朽化。 

既存施設を2034年度まで稼働させ、その後は将来の人口とごみ量の予測、

技術の実用化の進捗状況と国の「ごみ処理施設の更なる広域化の推進」や「民

間活用」の考え方を踏まえ、新たな 

焼却施設を建設せずに、ゼロ・ウェ 

イストを目指して、ごみの減量・資 

源化を進めていく。 
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（２）プラスチックゼロをめざすまち －神奈川県鎌倉市ー 

ア 鎌倉市の概要 

面積：39.67 平方キロメートル 人口：172,663 人、世帯数：76,848 世帯（令

和４年６月１日現在） 

    商工業住宅都市。東京から電車で１時間ほどの立地にあり、歴史と文化、自然、

そして新しいセンスを味わわせてくれる古都として、国内外からの来訪者で賑わ

う。 

 

イ 施策の概要 

神奈川県の「かながわプラごみゼロ宣言」（2019 年９月）に先駆け、鎌倉市「か

まくらプラごみセロ宣言」（2018 年 10 月）を発表。宣言では、これまで実施して

きたレジ袋の利用廃止、回収などの推進とともに、プラスチック製ストローの利

用廃止によるゼロ・ウェイストの実現、さらにはＳＤＧｓの目標達成に向けた取

組を進めていくことなどを明記。 

 

ウ 具体的な施策 

（ア） マイバック、マイボトル、マイ箸を使用                          

使い捨て製品の使用を控えるなどの啓発。町内会説明(56 回)。鎌倉ごみ

減量通信の発行。 

（イ） 生産・流通・販売工程における使い捨て物品の削減 

工場における容器包装の減容化、販売工程におけるレシ袋の削減等の啓 

発。事業者（561 社）を訪問し、レジ袋等の削減、分別徹底等を要請。 

（ウ） ３Ｒに貢献している事業者等の地域での取組ＰＲ                     

ごみの減量資源化に取り組む(マイバックの推進やレジ袋有料化など)市 

内事業者を「エコショップ」として認定し公表。 

（エ） リユースの推進                                     

お祭りやイベント時のリユース食器の利用費の２分の１（上限５万円） 

の補助制度を推進。 

（オ） 滞在者へ協力の呼びかけ                                 

観光旅行者等に対するマイバックの使用やごみの持ち帰りなど、チラシ 

等による情報発信を行う。 

（カ）  給水スポット 

鎌倉市内の公共施設等に、マイボトル専用のウォーターサーバー（写真： 

次頁下）を設置。紙コップなどの使い捨て容器は設置していない。給水スポ

ットマップをホームページで紹介。 

（キ） 鎌倉市役所の取組                               
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職員のマイバック、マイボトルの使用を徹底。ペットボトル飲料の会議 

等での使用制限。市役所自販機のペットボトル飲料の販売中止し、マイカ

ップの利用ができる自動販売機、給茶器を設置。 

  （ク） 量り売りサステナマルシェ 

パッケージなし（パッケージフリー）の商品のみを取り扱ったマルシェに、

マイバックや容器を持参してもらう。 

（ケ） （公財）かながわ海岸美化財団による相模湾沿岸部の海岸清掃 

美化啓発、美化団体支援、調査研究を行う『日本で唯一の海岸美化専門 

の団体』。1991 年に神奈川県と相模湾沿岸の 13市町等によって設立。これ

まで約 167,000 トンのごみを収集し、約 317 万人の清掃ボランティアをサ

ポート。 

   （コ） 家庭系ごみの分別 

2015 年４月から家庭系ごみを有料化。 

   （サ） 海洋ごみ収集 

腰越漁港では、腰越漁業協同組合の協力の下、漁業の際に網にかかったご

みなどをゴミ出し用ステーション（写真：下）に集約し、市が収集。 

（収集実績：2019 年度 140 キログラム、2020 年度 120 キログラム、2021 

年度 240 キログラム） 

 

エ 今後の取組                                  

プラスチック製ストローの利用廃止。ごみ処理の広域連携（P20 葉山町参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
マイボトル専用ウォーターサーバー 

   
ゴミ出し用ステーション 
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（３）12年連続リサイクル率１位のまち －鹿児島県大崎町― 

 ア 大崎町の概要 

   面積 100.64 平方キロメートル 人口 12,434 人  

鹿児島県の東南部に位置 

12 年連続リサイクル率１位（人口 10 万人未満の 

自治体） 

 

イ 施策の概要 

・焼却施設がない。 

・27 品目を分別回収し、80％を超えるリサイクル 

率を実現している。リサイクルにより、人口一人当たりのごみ処理事業費は全

国平均と比較して約半額となっている。 

・住民は家庭での徹底した洗浄、分別を行い、指定の回収場所に出す。 

・生ごみ、草木は堆肥化し、堆肥として販売。 

・これらを総称して、「大崎システム」と呼ばれ、海外でも取り組まれている。 

 

（４）脱プラへ補助金交付 －大分県― 

ア 施策の概要 

大分県では、生活環境部において、補助金交付の取組を行っている。担当課は

生活環境部うつくし作戦推進課。 

・プラスチック代替製品を導入する事業者や代替品を販売しようとする事業者

向けに補助金を交付。購入費に対し、２分の１を補助。30万円が上限。 

・脱プラ製品を制作する事業者や販売促進する事業者に対し、展示会の開催や出

展などに、２分の１を補助。50 万円が上限。 

 

（５）市議会がプラごみゼロ宣言のまち －京都府亀岡市― 

ア 亀岡市の概要 

人口 87,334 人 面積 224.80 平方キロメートル 

京都府中部に位置 

 

イ 施策の概要 

世界に誇れる環境先進都市を目指しており、 

様々な取組を進めている。 

・プラごみゼロ宣言を行い、海洋プラスチック問題に取り組んでいる。宣言の内

容は啓発的な内容となっている。 

・亀岡市は海はなく、川を有する自治体だが海洋プラスチック問題解決のため取

組を進めている。 

 

 

内閣府選定 ＳＤＧｓ未来都
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・宣言をしている自治体は約 100 の自治体が行っているが、市議会も共に宣言に

名前を連ねている自治体は少ない。 

 

（６）つめかえパックを再利用するまち －兵庫県神戸市― 

 ア 神戸市の概要  

   面積 557.03 平方キロメートル 人口 1,512,287 人  

   横浜市と並び日本を代表する港町 

 

  イ 施策の概要 

●神戸プラスチックネクスト  

～みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル～ 

    神戸市と小売り・日用品メーカー・リサイクラー（再資源化事業者）16 社は、

市内 75 店舗に回収ボックスを設置、洗剤 

   やシャンプーなど使用済みの日用品のつ 

   めかえパックを分別回収して再びつめか 

   えパックに戻す（水平リサイクル）取組 

を 2021 年 10 月１日からスタートさせた。 

つめかえパック１枚につき神戸市公式 

アプリ「イイことぐるぐる」ポイントが 

50 ポイント（５円相当）付与される。 

 

  ウ 具体的な施策 

（ア） 目標は、初年度年５トン、将来年 10 トンの回収を目指す。 

（イ） 配送業者が店舗に配送したあとの「戻り便」で集約することで、回収

の効率化、環境負荷を低減。 

（ウ） 日用品メーカーが、回収の課題や技術を共有し、「水平リサイクル」を

目指す。リサイクルしやすい素材や形状等を議論する。 

（エ） リサイクルしたつめかえパックを製品として、市内店舗で実証販売を目

指す。 

（オ） アイデアを出し合い、市民に還元するリサイクル製品を検討する。 
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４．企業による廃プラスチックをめぐる取組 

（１）発生抑制・排出削減（リデュース） 

  事例１ コンビニエンスストア 

    ナチュラルローソンの一部店舗では、2021 年２月から、ハンドソープやシャ

ンプー、ボディソープなどのボディケア商品の量り売りを実施している。利用者

は、リサイクル原料を使用した２種類の無料容器から１つ選び、あらかじめ秤で

重量を計測。その後、商品タンクから必要な量を充填し再び重量を計測すると価

格が表示される。発行された専用シールを容器に貼り、レジで支払う仕組みとな

っている。 

 

  事例２ 企業連携 

（株）ユーグレナ、セイコーエプソン（株）、日本電気（株）の３社が、微細藻

類ユーグレナの貯蔵多糖・パラミロンを使ったバイオマスプラスチック「パラレ

ジン」の開発・推進を目的とした、パラレジンジャパンコンソーシアムを設置し

ている。バイオマスプラスチックは、再生可能な生物資源を原料に作られるプラ

スチックで、焼却してもカーボンニュートラルとなる。ＥＰＳＯＮは、ユーグレ

ナの培養に必要な古紙などの未利用資源を糖化させるプロセスを規格化させ、

（株）ユーグレナがパラミロンを製造し、ＮＥＣがパラレジン製品を作るという

企業連携を行っている。 

  

  事例３ 外食産業 

マクドナルドやスターバックス等グローバル展開を行っている外食産業はプ

ラスチック製ストローを全廃する動きが強まっているが、米ディズニー社は 2019

年までにプラスチック製ストロー、マドラーを撤廃した。また今後はホテルやク

ルーズ船のアメニティーを詰め替え式に切替え、客室のプラスチックを 80％削

減していく目標を立てている。レジ袋も有料化し、再利用可能な袋をごく定額で

販売する方式に変更し、将来的にはポリエステル製のカップ全廃にも取り組んで

いく方針。 

 

事例４ 水産会社 

日本水産株式会社（佐伯市鶴見に水産研究所あり）は、海面養殖において使用

するナイロンカバー発泡スチロール製フロートの使用をやめ、海洋への流出リス

クの低いフロートへの切替えを実施している。 

 

 事例５ 小売業 
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   2021 年７月に京都市内に開業したスーパーマーケット「斗々屋」は、セルフの

量り売りシステムを本格的に導入した日本初の食品スーパー。店内全ての商品を

個包装せず、来店客は容器などを持参し、商品を持ち帰る。 

 

（２）再使用（リユース） 

事例１ 小売業 

    イオンは 2021 年５月から 

日用品や食品などの容器を 

回収、洗浄し再利用するシ 

ョッピングプラットフォー 

ム「Ｌｏｏｐ」の商品を首都 

圏 19 店舗で販売を開始した。 

品目はガムや洗剤、シャン 

プー、消臭剤、マウスウォ 

ッシュ、カミソリなど 13 品 

目となっている。 

 

（３）再利用（リサイクル） 

事例１ 地域との連携 

神奈川県鎌倉市 株式会社カヤック  1998 年８月３日設立  

資本金５億 3,700 万円  グループ従業員数 496 名（2021 年末） 

●鎌倉リサイクリエーション  

家庭で出た使用済みの洗剤やシャンプーなどのつめかえパックを回収し、再生

樹脂ブロックに変え、再びパックの材料になるほか、ラボにある３Ｄプリンター

を使ってベンチなどに再生するプロジェクト。市内三か所（市役所企業など）に

「しげんポスト」が設置されている。ポストに入れると地域通貨「クルッポ」が

もらえる。 

●まちのコイン 

「まちのコイン」は使うほどに、人と人が仲良くなるコミュニティ通貨（地域

通貨）サービスで、域内消費を促進するだけでなく、人と人のつながり（=まちの

社会資本）を見える化し、どのくらい増えているのか計測することができる。「ま

ちのコイン」は、導入する地域ごとに、まちの強み（=地域資本）を最大化するた

めのゴールを設定することができる。「まちのコミュニティを活性化する」「まち

をきれいにする」「フードロスを減らす」といった目的を決めて、貢献した人にコ

インを多く付与することで、持続的な成長に向けたさまざまなインセンティブ設

計ができるため、楽しみながらＳＤＧｓのゴールを目指すことができる。 

 

イオンＨＰから 
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●自治体との連携 

自治体と花王やエステー、ライオンなど日用品メー 

カー10 社が連携し、使用済みプラスチックボトルや 

詰め替えパウチを分別回収する取組を行っている。 

消費者が、市内のスーパーなどに設置された回収 

ＢＯＸにあるＱＲコードを読み込むと、ＬＩＮＥ 

の公式アカウントから寄付先を選択できるようになっており、寄付金は参画してい

る企業が負担する仕組みとなっている。 

 

このほか、セブンイレブンは、店舗にペットボトル回収ボックスを設置し、リサ

イクルを進めている。投入本数に対し、ポイントを付与する仕組みを設けている。

大分県内では、マルミヤストアが鶴崎森店に初めて導入し、日田駅には進撃の巨人

をモチーフにした回収ボックスを設置している。日本財団が推進する「海と日本プ

ロジェクト」の一環である。 

 

 

５．全国市議会議長会による調査・研究 

 （１）本市議会議長 都市問題に関する特別委員会に選任 

   全国の市議会議長で構成される「全国市議会議長会」では、2019 年（令和元年）

11 月に「都市問題に関する特別委員会」を設置、毎年度テーマを決め、国への要

望・提言の活動を行うことにしている。2022 年度（令和４年度）のテーマは、「海

洋プラスチックごみをはじめとするプラスチックごみ問題」に決定したとの情報が

2021 年５月にもたらされた。折しも当政策研究会の調査・研究テーマと重なった

こともあり、佐伯市議会として、全国市議会議長会特別委員会の委員の選任を要請

したところ、九州市議会議長会の代表として、河野豊議長が選任されることとなっ

た。全国市議会議長会の調査・研究はまだ中途のため、本提言では、その一部の資

料を提供してもらい紹介することにした。 

 

 （２）瀬戸内海の海洋プラスチックごみ対策 

   2020 年（令和２年）12 月、日本財団と瀬戸内４県（岡山県、広島県、香川県、

愛媛県）との間で、包括的海洋ごみ対策プロジェクトである「瀬戸内オーシャンズ

Ｘ」の協定書が交わされた。これは、2024 年度までの５か年に瀬戸内へのごみの流

入量 70％削減、海洋ごみの回収量 10％以上増の達成を目指すもので、「調査・研究」

「企業・地域連携」「啓発・教育・行動」「政策形成」の４つの柱で推進しようとい

うものである。 
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 （３）瀬戸内オーシャンズＸの事業 

  ア 瀬戸内海の範囲に含まれる佐伯市 

                         瀬戸内海の範囲は、一般的に瀬

戸内海環境全特別措置法の適用範

囲とされ、佐伯市の鶴見半島から愛

媛県の愛南町を結ぶラインになる。

一方、その瀬戸内海に流れ込む河川

は佐伯市では、旧宇目町、旧蒲江町、

旧米水津村以外の河川となる。 

 

  イ 調査・研究 

    オーシャンズＸの協定が結ばれて 

   いる４県では、海洋ごみの７～８割 

は陸上由来との認識から、総距離 

1,180 キロメートル、河川・水路数 

計 280 本の大規模調査を実施した。 

その結果、ごみが集中的に発生・ 

溜まっている「ホットスポット」が 

1,711 か所、プラスチックごみの流 

入量が半年で 100 トンあることが分 

かった。また、各県ごとのごみ発生 

源の特徴も分かり、効果的な対策を実施することにしている。 

 

  ウ 企業・地域連携 

    住民参加型で協定各県の主要都市に、ペットボトル回収機を設置し、リサイク

ルを促進している。地元テレビ局と企業とがコラボ商品の開発や広告掲載等で連

携している。 

 

エ 啓発・教育・行動 

 広島県阿多田島では、上陸用舟艇、特殊車両、減容装置などを活用して離島海

岸に散乱する大型漂着ごみを一掃。香川県丸亀市では、年に１回主な河川の一斉

清掃を行ったり、島しょ部に漂着する海洋ごみの清掃を行政や企業、学校等と連

携して定期的に行ったりしている。 

  

オ 政策形成 

    ４県合同で勉強会を開催。イベント、記者発表等で各県知事が宣伝している。 
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６．廃プラスチックに関する佐伯市民の意識調査 

（１）アンケート調査の実施 

  

 

 

 

 

 

政策研究会では、廃プラスチック問題に対する市民の意識を把握するためにア

ンケート調査を実施した。アンケートは、政策研究会会員それぞれが市民に記入

をお願いするという、「人海戦術」で行った。 

  調査対象が、幅広い世代、性別になるように、事前調査（９月）のあと、対象

者の見直しを行った。集計結果は以下の通り。                  

 

 

 

 

 

  

 

（２）アンケート結果及び考察 

※表の見方（左上：問 左下：考察 右：結果） 

   

 

                    

                    

   

 
 
 
 
 
                 

 

 

①「ＳＤＧｓ17の目標」について 

 

理解していたり、聞いた事があるが７割を占めている。

マスコミ等でも取り上げられることも多くなり、市民

への浸透が進んだと見られる。 
②３Ｒ（スリーアール）と言う言葉を聞いたことがあり

ますか 

 

 

ＳＤＧｓよりも知られていると思われたが、意外に

知られていなかった。 

 
 

調査実施日：2022 年（令和４年）９月～11 月 

調査方法：会員が任意に市民へ記入を依頼 

調査対象：市内在住で、性別を問わず幅広い年代 

調査結果：アンケート回収数 234 枚 

アンケート集計概要 

総回収数 ２３４枚   性別 女性１１０人 男性１２４人 

年代 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 

人数 ４ １６ ２９ ４９ ４１ ５１ ４１ ３ 

比率 1.7％ 6.8％ 12.4％ 20.9％ 17.5％ 21.8％ 17.5％ 1.3％ 
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③廃プラ問題について 

 

「意識している」が、７割を占めている。このこ

とは、今後佐伯市が廃プラスチックに関する施策を

進める上で、市民の協力が得やすいとも考えられ

る。 

④ゴミの分別をしている？ 

 

 

分別は「しっかりしている」との回答が、約６

割、「だいたいしている」を含めるとほぼ 100％とな

った。 

 
⑤可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみの集積所 

 

 

ごみ集積所の場所を少しでも知っているという回

答は 85％になった。 

⑥これ以上ごみの分別種類が増えたら？ 

 

 

分別の種類が増えても「しっかり対応する」が半数

以上を占めたことは心強い。一方で「混乱する」「対応

できない」との回答も多くあり、分別を増やす場合の

課題でもある。 
⑦ごみ分別推進員がいたらよいか？ 

 

⑥の分別が増えた場合に考えられる制度だが、役

割など知られていないと思われ、回答が分かれた。 
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⑧家庭用ごみ(生ごみ含む)対策について 

 

 

市民はごみを減らそうという意識を持っているこ

とが見て取れる。 

⑨ペットボトルを減らす工夫は？ 

 

 

ペットボトルを減らす工夫を行っていないという

回答が過半数を超えている。 

⑩ペットボトルごみについて 

 

 

ペットボトルの出し方を聞いたものだが、約２割

の市民は、正しい出し方を知らないと思われる。 
 

⑪ペットボトルごみについて 

 

 

ペットボトルの中身を洗っているという回答が３/

４あった。 

⑫エコセンター番匠の維持費と老朽化 

 

 

老朽化していることは知っていると思われるが、維

持費まで知っている市民は少ないと考えられる。 
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第 ３ 章 
―佐伯市における廃プラスチック処理の提言ー 

 

１．提言書作成にあたって 

  これまでの調査・研究を踏まえ、政策研究会では、提言書作成に当たり３つの視点

に立った提言を行うこととした。 

 

第一の視点  理想を見据えた提言にする 

政策研究会では、過去公共交通施策、ユネスコエコパークなどの提言書を作成し

てきたが、いずれも共通した視点として、「理想の将来像を描く」ことを第一に掲

げてきた。これは、理想像を描くことで、佐伯市がその実現に向けた中長期的な施

策を展望することが可能になり、市民にとっても最大の福利を享受できることにつ

ながると考えたからである。今提言においてもこの考えを踏襲し、「佐伯市おける

廃プラスチック施策の理想像を描く」ことを第一の視点として掲げることとした。 

 

 第二の視点  ＳＤＧｓなど国際的な枠組みも取り入れる   

   今期の政策研究会が廃プラスチック問題を調査研究テーマに選定した理由の一

つが、第１章でも触れたように、「海洋プラスチック 

ごみ」 の問題であった。これまでの提言書では、 

「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」の提言書がＳ 

ＤＧｓの問題を取り上げた最初のものとなったが、Ｓ 

ＤＧｓは、引き続き国際的な重要課題でもあり、本提 

言書でも取り入れるべき視点である。 

 

 第三の視点  海洋プラスチックごみに焦点をあてる 

   佐伯市の廃プラスチック問題を考える際に、水産業が主要な産業であることから

「海洋プラスチックごみ」の問題は避けて通れない課題である。当研究会では、廃

プラスチックの実態把握として、海岸清掃調査を行ったが、プラスチックごみの多

さに驚かされた。海から多くの恩恵を受けてきた「水産のまち佐伯市」として、世

界的な課題である「海洋プラスチック問題」に焦点をあて、提言することとする。 
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２．焼却による廃プラスチック処理からの脱却 

 （１）廃プラをリサイクルできないエコセンター番匠 

   第２章第１項で述べたように、エコセンター番匠における廃プラスチック処理

は、ペットボトル以外のプラスチック類は焼却し、サ 

ーマルリサイクル（熱回収）を行っている。脱プラス 

チックや廃プラスチックのリサイクルが促進され、廃 

プラスチックの焼却量が減れば、コークスなどの燃料 

使用量やＣО２排出量の増加が懸念されることから、本 

市の廃プラスチックの処理方針と廃プラスチック問題 

への取組には大きなジレンマが存在する。 

 

 （２）世界では認められないサーマルリサイクル 

本市が採用するサーマルリサイクル（熱回収）は、海外ではリサイクルとは認め

られていない。また、国においてもサーマルリカバリーとしてリサイクルとは区別

した考え方も持たれている。さらに、プラスチック資源循環促進法に基づく基本方

針では、プラスチックについては、「徹底したリサイクルを実施し、それが難しい

場合には熱回収によるエネルギー利用を図る」とされており、熱回収は最終的な手

段とされている。 

 

（３）施設の更新が迫るエコセンター番匠 

2003 年（平成 15 年）４月に稼働を始めたエコセンター番匠は、本年で 20 年目を

迎える。この間、新規建設ではなく、改修を基本とする長寿命化計画による延命化

を実行し、2042 年（令和 24 年）までの供用を予定している。逆に考えれば、20 年

後には処理施設の更新を検討することになり、その際には、大きな財政負担が予想

される状況である。 

 

（４）焼却によらない廃プラスチックの必要性 

以上のように、現在でも当面でも廃プラスチックの焼却を続ける方針であるエコ

センター番匠の状況は、ＳＤＧｓなど国際社会の動き、国の脱プラスチックの方向

等から考えると逆方向にあると考えざるを得ない。将来的な財政負担軽減も念頭に、

廃プラスチックの資源循環やリサイクルの促進による廃プラスチックの焼却量を

減らすこと、廃プラスチック以外のごみについても、３Ｒの促進を通じ、同時並行

でごみ焼却量を減らしていくこと、こうしたごみ処理方針を考えていくことが強く

求められている。 
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３．ゼロ・ウェイスト（ごみゼロ）のまちづくり ～ＳＤＧｓの実践～ 

 （１）ゼロ・ウェイスト（ごみゼロ）の目標年度 

これまでの調査・研究を踏まえ、政策研究会として佐伯市の将来像を描いた場合、

家庭や事業所からのごみ排出をゼロにし、現在「ごみ」として捨てられているもの

を「資源」として捉え、それら資源を循環させることにより、ごみ焼却量全体を削

減し、ごみ処理施設に頼らない社会づくりが必要との結論に達した。 

そこで、佐伯市におけるごみ排出ゼロのまちづくり、「ゼロ・ウェイスト（※）な

まちづくり」を進めることを提言する。これは、廃プラスチックごみだけでなく、

ごみ全体をなくそうというもので、ＳＤＧｓの実践にもなり、国際的な動きとも合

致し、佐伯市の「さいきオーガニックシティ」のまちづくりに呼応する施策でもあ

り、エコセンター番匠の代替策としても有効な施策であると考える。 

「ゼロ・ウェイストなまち・さいき」の実現目標は、エコセンター番匠の延命化

期間中である 2040 年度とする。 

 

※ゼロ・ウェイスト（Zero waste）は、イギリスの産業 

経済学者マレーが提唱した概念で、2003 年（平成 15） 

７月に著書『Zero Waste』の日本語版が出版されたこと 

で、日本でも注目されるようになった。「ゼロ・ウェイ 

スト」とは、ごみを焼却、埋立て処理をせず、資源の浪 

費や有害物質、非再生可能資源の利用をやめて、堆肥化 

や再生可能エネルギーの利用、リサイクルなどにより 

ごみをゼロにするという考え方。（Waste＝廃棄物） 

 

（２）プラスチックリサイクル 100％へ ～ゼロ・ウェイスト中間目標～ 

  第２章第３項の国の廃プラスチック施策で紹介したように、2020年 10月に国は、

他の先進国と同様に「2050 年カーボンニュートラル」を表明した。2021 年４月に

は「2030 年度の温室効果ガス排出 46％削減」と 

いう目標が表明され、2021 年 10 月に日本の新た 

なエネルギー基本計画が策定されている。一方、 

2019 年（令和元年）５月 31 日に策定された国 

のプラスチック資源循環戦略では、2035 年まで 

のマイルストーン（中間目標）が示され、その 
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達成に向け、諸施策を展開することになっている。 

 ゼロ・ウェイストのまちづくりは短期間で実現するものではなく、必要なハード

面での整備、制度設計に関するソフト面での整備を進めつつ、住民意識の醸成や事

業者の協力体制をどう築くかが大きな課題となる。ゼロ・ウェイストの目標年度で

ある 2040 年までをその準備期間として捉え、一歩一歩進めていかなくてはならな

い。そこで、「ゼロ・ウェイストなまち・さいき」の実現に向けたマイルストーン

（中間目標）を 2030 年に定め、当面の佐伯市、事業者、市民それぞれ、あるいは

一体となった取組を提言する。 

 

ア 生ごみ及びプラスチック製容器包装の分別回収 ～リサイクルの取組～   

   「ゼロ・ウェイストなまち・さいき」を目指すにあたり、提言の当初の目的で

あった廃プラスチックをなくす（ゼロにする）課題から取り組まなければならな

い。そのためには、全国の廃棄物処理行政において最もポピュラーな施策である

３Ｒの取組は必要不可欠である。本市の一般廃棄物処理基本計画にも「ものを大

切にし、安心して暮らせる循環型のまち」の実現を目指していると記載され、そ

の取組を推進しており、まさに「さいきオーガニックシティ」の旗手ともいえる

取組である。 

一方で、これまでの調査・研究で明らかなように、廃プラスチックのリサイク

ルを進めることは、プラスチックが補助的な熱源として作用しているエコセンタ

ー番匠の効率化の問題にも関係する。当政策研究会が注目したのは、燃焼効率を

阻害する要因である「生 

ごみ」の存在である。佐 

伯市一般廃棄物（ごみ） 

処理基本計画（平成 29年 

12 月改訂版）によると、 

エコセンター番匠で焼却 

したごみの組成分析では、 

生ごみ等が６か年平均で 

16.7％を占め、成分分析 

では、水分が 44.7％と 

なっており、（右表）生 

ごみが燃焼温度を下げる 

◆ごみの性状◆ 

 
★数字は平成 23 年度から 28 年度までの６ヵ年平均 
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要因となっている。このため、議会や市民からも「生ごみ」のリサイクルを求め

る声が上がっていたが、その回収方法や処理方法等の課題があり、見送られてき

た経緯がある。 

そこで、ゼロ・ウェイストに向けたマイルストーンとして、廃プラスチックの

うち、食品トレー等のリサイクルと生ごみのリサイクルを同時並行で実施するこ

とを提言する。これにより、エコセンター番匠の燃焼効率を維持したまま、ゼロ・

ウェイストに近づけることができる。 

 

（ア） 生ごみのリサイクル（分別回収）の実施 

  現在、本市では生ごみの処理として、家庭用生ごみ処理容器の購入費用につ 

いて一部補助を行っているほか、今年度、生ごみ自家処理ミニキエーロ及びベ 

ランダ deキエーロの無料モニターを実施している。また、直川地区にある本 

市の堆肥施設では、家畜の糞尿等を堆肥として、農家等に販売をしている。 

ゼロ・ウェイスト宣言自治体の一つ、福岡県大木町では家庭用生ごみの回収 

と液肥化に取り組んでいる。生ごみはバケツに入れ回収（回収費用無料）し、

回収した生ごみをし尿や浄化槽汚泥と合わせてメタン発酵させ、バイオガスや

有機液肥として利用している。全国でも生ごみを分別 

回収している自治体は増加しており、県内でも日田市 

が一般袋による生ごみの分別回収を実施している。 

なお、事業系生ごみについても有料により、分別回 

収を実施する。ただし、事業者の経営を圧迫しない程 

度の料金体系にする。 

 

（イ） プラスチック製容器包装のリサイクル（分別回収）の実施 

環境省のホームページによると、容器包装リサイクル法（容リ法）に基づ

き、ペットボトル及び白色トレー以外のプラスチック製容器包装を分別回収 

している自治体・事務組合は全国で 743 に上っている。 

県内では、大分市、臼杵市などが実施している。佐伯市で 

は、ペットボトルのみで白色トレーすらリサイクルされて 

いないのが実情である。政策研究会として提言をするまで 

もなく、容リ法の対象となる品目の分別回収、リサイクル 

を実施することは当然のことと考える。 
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なお、導入に当たっては、分別回収品目を拡大することによる住民負担や 

課題が多く発生することが予想されることから、市域全域で一括導入するの

でなく、地域コミュニティ単位など、実証地域を設定し、本格実施への課題

抽出を行い、課題を解消しながら市域全域導入を目指すことも併せて提言す

る。 

 

イ 「量り売り」スタイルの普及  ～リデュース・リユースの取組～ 

廃プラスチックとなるのは、食品トレーや商品のパッケージが多くを占めるこ

とから、マイルストーンの第２の取組として、市内小売業者において、容器包装

によらない量り売り（※）スタイルによる商品販売の導入を提言する。 

「量り売り」は、「使い捨ての時代」の始まりと言われた「1960 年代高度成長

期以前の暮らしに戻る」という印象を与えるが、自治体によるごみ収集が始まる

以前となるこの時代は、ごみを排出しないまさに理想的な社会であったと言える。

第２章第４項において述べたように、全国レベルでは既に一部の店舗で実践が始

まっているが、量り売りは、商品購入に伴い発生する廃プラスチックを直接抑制

する、まさにリデュースの取組である。 

また、消費者である市民も、利用のためリターナブル容器を準備するなどし、 

容器自体もリユースすることでさらなる廃プラスチック 

の削減が期待できる。 

さらに、この取組により、消費者は必要な量を買うこと 

             につながり、フードロスの削減にも期待できる側面もある。 

             ※「量り売り」の定義（消費者が店舗で商品を購入する際、あ 

らかじめ消費者自身が用意した容器に必要な量を量って購入 

する販売方法） 

 

（ア） 量り売り促進補助金の導入 

小売店舗が量り売りを導入するには、衛生面や設備面などの投資が必要と 

なることから、導入店舗に対しては、行政として資金的な支援を行う必要があ

ると考える。 

具体的な取組として、市の施設における販売部門における量り売りの導入や、

市内事業者への量り売り導入に対する補助金の交付を行うことを提言する。あ

わせて、近年量り売りを専門的に行う小売事業者もあることから、その誘致に
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ついて検討することも併せて提言したい。 

 

（イ） 購入によるポイント制度の導入  

量り売りは、消費者である市民の協力が不可欠である。そもそも「量り売り」

の経験は、高度成長期以前に生まれた高齢者に限られると思われ、市民全体を

巻き込むには、取り組むことの意義、購入方法、購入によるメリットなど啓発

活動、需要喚起策が必要である。 

そこで、ポイント制度を導入し、量り売りにインセンティブをつけるように

する。現在プレミアム商品券の事業が頻繁に行われているが、同様の方法で、

購入額によりポイントを付け、市内登録業者の商品券として利用できるように

する。マイナンバーカードとの連携も考えられる。 

 

（ウ） 量り売りアイデア懸賞制度の導入 

量り売りの普及方法については、実践例が乏しく当政策研究会としてもアイ

デアが絞れない。そこで、市民から量り売りの普及方法や購入方法、容器の工

夫などを提案してもらい、採用されれば、公表や商品化などを含め懸賞制度を

導入することを提言する。内容によっては、市内の製造業者の商品開発に結び

付けることが可能になる。 

 

ウ 脱プラスチック導入補助金（仮称）の創設 ～リデュースの取組～ 

プラスチック製品は私たちの生活の中にあふれている。そのプラスチック製品

を脱プラスチック製品とすることは廃プラスチックの排出抑制に大きく寄与す

るものと考える。しかしながら、その開発はさることながら脱プラスチック製品

の導入はコストがかかることから飲食店等でも導入に課題がある。 

そこで、そういった課題を解決する取組が必要と 

考え、脱プラスチックへの取組を支援する。具体的 

には、飲食店や製造事業者に対し、大分県が交付し 

ている脱プラスチック導入補助金について、本市か 

らも上乗せ交付を行い、脱プラに取り組む事業者の 

負担軽減を図り、その導入の促進につなげる。これ 

により、前述のように、佐伯市発の脱プラスチック 

製品の開発も期待できる。 
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（３）ゼロ・ウェイストなまちへ ～ゼロ・ウェイストの最終目標～ 

    2030 年までにマイルストーン（中間目標）が達成されれば、次は 2040 年を見

据え、ゼロ・ウェイストなまちづくりに進むことになる。「ゼロ・ウェイストな

まち」の基本は文字通り「ごみの排出ゼロ」ということであり、家庭から排出さ

れる全ての廃棄物が資源化されるということである。 

    このため、2040 年までの 10 年間に「ゼロ・ウェイスト」総達成の取組となる。 

 

ア 廃プラスチックの全量を再資源化 ～リサイクル～ 

マイルストーン（中間目標）において、生ごみ及びプラスチック製容器包装の

リサイクルに取り組むことを提言した。2040 年までの期間は、さらに進んで家庭

や事業所から排出される廃プラスチックの全量をリサイクルすることを提言す

る。 

これまでの調査・研究において、プラスチックの種類により、技術的にリサイ

クルできないもの、困難なものがあることは知られている。しかし、世界の流れ

の中で、企業の技術開発や製品開発により、リサイクルできる素材のみで商品を

生産することは可能になると考える。また、プラスチック製品製造企業間におい

ても、規格の統一、リサイクルしやすい素材の採用等が進んでおり、現在、分解

技術が限られているプラスチック素材 

も、近い将来技術的にリサイクルが可 

能になることは十分考えられる。した 

がって、佐伯市として将来に向け、食 

品関連だけでなく、市民生活で使用さ 

れる廃プラスチックの全量をリサイク 

ルに踏み出すことを求めるものである。 

     

（ア） 地域コミュニティ組織への報奨金制度の導入  

廃プラスチックの全量リサイクルの実施に際しては、市民、特に分別回収に

深く関わる地域コミュニティ組織の協力が何よりも必要になる。それは、回収

場所の提供にとどまらず、地域住民への理解、啓発、分別方法の指導など多岐

にわたると思われる。 

そこで、協力してくれるコミュニティ組織に対し、報奨金を交付することに

する。報奨金を交付することにより地域コミュニティの負担軽減を図り、地域   

 



43 
 

での全量リサイクルの取組に寄与してもらう。この 

ことでコミュニティの活性化、地域経済活性化、地 

域全体のリサイクル意識の向上にもつながり、相乗 

効果を生み出すものと考える。 

 

  

（イ） 公共施設等へのリサイクルボックス設置 

     現在のペットボトルの回収は、決められた曜日にごみステーションに排出す

るという、「ごみ」と同じ回収方法であり、回収機会が限定的であり、利便性

が低い。また、資源をリサイクルしているという意識が醸成されにくいことか

ら、住民の利便性向上とリサイクル意識の醸成を図る必要があると考える。 

そこで、全量リサイクルの実施に合わせ、分別回収するすべての品目につい

て、市内公共施設や市内小売店舗に資源リサイクルボックス（仮称）の設置を

行う。このことで、日頃の活動や消費行動に合わせてのリサイクル行動が可能

になり、リサイクルをしているという意識の醸成と同時に、リサイクル行動の

利便性向上を図り、全量リサイクルにつなげていくことを目指す。 

あわせて、リサイクルボックスにはネーミングライツを設定すれば、収入獲

得と同時に企業イメージの向上にもつなげることが可能になる。 

なお、回収方法については、定期回収のほかその時代に合わせたアイデアを

採用するものとする。 

 

イ 新たな素材開発と資源循環システムの構築   

市内の製造事業者に対しては、リサイクル可能な素材の開発、リユース可能な

商品開発などの新規分野の事業展開を積極的 

にすすめてもらう。また、ＩＣＴ関連企業な 

どには、佐伯市のゼロ・ウェイストに向け、 

資源循環システムの構築を制度設計してもら 

うなど、市民や小売業者だけでなく、様々な 

分野の事業者を巻き込んだ取組にする必要が 

ある。 
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  ウ エコアクションポイント（仮称）の導入 

    全量リサイクルをはじめ、３Ｒの促進によるゼロ・ウェイストなまちづくりは、

市民の３Ｒ行動（※）への動機づけが重要と考えられる。そこで、３Ｒ行動に対

し、エコアクションポイント（仮称）を付与することを提言する。既に、マイル

ストーン（中間目標）において、量り売りへのポイント制度の導入を提言したが、

その発展的な制度として、エコアクションポイント制度を導入する。 

    具体的にはあらかじめ市が設定した３Ｒの行動に対し、ポイントを付与し、そ

のポイントを地域小売店等で利用できる仕組みを構築する。なお、ポイントを付 

与することについては他の事業（市が取り組む事業）の 

行動に対しても付与するシステムをあらかじめ構築す 

る必要があると考える。また、ポイントを小売店舗で利 

用するのみにとどまらず、福祉関係施設への寄付なども 

考える。 

また、今後市として地域通貨が導入された際には、エ 

コアクションポイントと地域通貨を連動させ、リサイク 

ル行動と地域経済の活性化が相乗効果を生むことも期 

待できると考えられる。 

 

※３Ｒ行動とは・・・リサイクル関係の講演会への参加、リサイクル活動への参加、ご

み拾いへの参加、ペットボトルのリサイクルボックスへの投入などのことをいう。 

   

  

（４）佐伯市及び佐伯市議会のプラごみゼロ宣言 

  ア 佐伯市プラごみゼロ宣言 

まず、廃プラスチック問題に取り組むうえで、市民にその重要性を知らせるこ

とが必要と考える。廃プラスチック対策における、「知ること」、「意識すること」

を市民に啓発するため、市として「プラごみゼロ宣言」を行い、市民生活等にお

ける行動の基本理念の普及啓発を行う必要があると考える。 

そこで、日本国内 100 あまりの自治体が行っている「プラごみゼロ宣言」を本

市でも宣言し、市としての基本理念を掲げることにより廃プラスチック問題の市

民への意識付け、啓発につなげ、自治体としての姿勢の明確化を図ることを提言

したい。 

 ポイントで買い物 
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また、ゼロ・ウェイストなまちづくりは、市外から観光やビジネスで訪れる  

人たちの協力も必要となる。そこで、市のプラごみゼロ宣言は、市のホームペー

ジはもちろん、佐伯市に関係するありとあらゆる書物、ＳＮＳ等で佐伯市におけ

るプラごみ対策を広く知ってもらい、協力してもらうために広報に努めなければ

ならない。 

 

イ 佐伯市議会プラごみゼロ宣言 

    市議会は市民の負託を受けた議員 25 名の 

   団体であり、議員ひとりひとりは多くの市 

民の願いを背負うとともに、市民からは見 

られている存在である。市議会としても、 

世界規模の課題である海洋プラスチック問 

題を始めとする廃プラスチック問題に取り 

組む姿勢を見せ、自ら行動することは少なからず課題解決に向けたアクションに

つながると確信している。今後、市民と接する機会を利用して、「ゼロ・ウェイス

トなまち・さいき」づくりの周知など啓発活動への協力を進める。 

そこで、本研究会としても、市議会が以下の事項に取り組むことを確認し、そ

れらを「佐伯市議会プラごみゼロ宣言」として内外に発信することを提言したい。 

（ア） 市議会が主催する会議ではペットボトル飲料の提供を廃止します。 

（イ） 議会活動では、プラスチック製品の利用をできるだけ控えます。  

（ウ） 市議会議員有志にて、定期的な清掃活動を議員・議会活動に支障のない 

範囲で実施します。  
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４．海洋プラスチックごみ対策 

  ゼロ・ウェイストなまちづくりは佐伯市内の問題であり、佐伯市、市民、事業者の

協力により可能である。一方、海洋プラスチックごみは、第２章第５項の瀬戸内オー

シャンズＸの記述で明らかなように、河川など陸からの流入が７～８割を占めるが、

その対策については、市民等の協力により防ぐことが可能である。 

しかし、残りの２～３割は、潮流による海洋プラスチックごみということになり、

これを防ぐことは容易なことではない。議会報告会でも大島地区の住民から漁港に漂

着するごみの撤去に関し、たびたび相談、要望が寄せられているように、県下一の水

産のまちである佐伯市にとっては海洋プラスチックごみの問題は看過できない課題

であると考える。 

瀬戸内４県の取組は、佐伯市にとっても興味深い内容であり、大分県の協力も得て、

海洋プラスチックごみの対策が急務と考える。そこで、いくつか提言したい。 

（１） 瀬戸内オーシャンズＸへの参加 

   現在、瀬戸内４県の協定で行われている「瀬戸内オーシャンズＸ」の取組に大

分県としても参加するよう県に要請する。 

 

  （２） 市民を巻き込んだ海岸清掃活動 

    瀬戸内オーシャンズＸの取組のように、香川県などが実施している海岸清掃活

動を佐伯市としても広く市民に呼びかけ実施する。既に市民ボランティア団体に

よる清掃活動も行われているが、行政の責任において、市民、事業者等を巻き込

んだ取組にする。 

    その際、大入島、大島、屋形島、深島など島しょ部に対する海岸清掃活動を定

期的かつ災害後による漂着ごみ対策としても取り組むようにする。 

 

  （３） 日豊海岸国定公園に属する近隣自治体との連携、協力 

    津久見市、臼杵市、延岡市及び日向市など 

日豊海岸国定公園に属する自治体と連携、協 

力し、環境美化活動、海岸清掃活動などの統 

一行動、自治体や小中学校、民間団体を含め 

た人員等の派遣、交流活動を行い、海洋プラ 

スチックごみへの関心と行動につなげていく。 
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第 ４ 章 
―おわりにー 

 

１．提言書作成を終えて 

2021 年５月に新しい会員９名により政策研究会がスタートした。会ではまず最初

に、調査・研究テーマを決定するところから議論が始まる。2010 年に議会基本条例に

基づき発足した政策研究会であったが、これまではスムーズに調査・研究テーマが決

定され、調査に入ることができた。 

しかし、今回は会員から様々な意見が飛び交い、会として初めての会員によるプレ

ゼンテーションで決定するという事態となった。その後、侃々諤々の議論を経て、「佐

伯市における廃プラスチック問題について」を調査・研究テーマとすることに落ち着

いた。このテーマは、世界的な課題となっているＳＤＧｓに沿ったものであり、2021

年３月の「祖母傾大崩ユネスコエコパークの提言」に続き、ＳＤＧｓ第２弾ともいえ

るべきものになった。 

提言内容を振り返ったときに、執行部として既に認識し、取組を始めているもの、

あるいは始める予定でいるものも含まれ、どこまで参考になるか不安な面もある。こ

れは、今回の提言として理想を掲げつつも、「エコセンター番匠」という既存のごみ

処理施設が厳然とある中での提言にならざるを得なかったことである。提言書を読み

終えた感想が、まるで「エコセンター番匠のための提言」という印象を持たれるので

はないかとも考える。しかし、逆にエコセンター番匠の存在が、ＳＤＧｓ先進自治体

から取り残され、全国で進む３Ｒの取組に遅れをとっていることも事実である。今回

の提言である「ゼロ・ウェイストなまちさいき」の実現で、全国に追いつき、追い越

すＳＤＧｓの先進自治体になることを願っている。 

今後、議会としては、執行部がこの提言をどのように受け止め、どのように施策に

生かしていくのか、定期的に確認をしていくことにしている。また、必要に応じて新

たな提言の作成や各地で始まっている「プラスチック資源循環に関する条例」（資料

集参照）の制定についても取り組んでいきたい。 

最後に、提言書作成に至るまでの調査・ 

研究に際して、ご協力いただいた関係者、 

関係団体に感謝を申し上げ、提言のまと 

めとする。 
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資料集 

１ 海岸清掃活動資料 
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２．地方自治体における廃プラスチックを巡る条例制定 

参考例①  

宮津市プラスチック等資源循環等の促進に関する条例（令和５年１月１日施行） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下見出しのみ掲載 

（目的） （定義） （市の責務） （事業者の責務） （市民の責務） （観光旅行者等の責務）   

（都府近隣市町村との連携） （基本指針） （基本施策） （プラスチックの資源循環の促進等）   

（海洋プラスチックごみ対策の推進） （資源循環の促進等に関する教育及び学習の推進等） 

（市民等の自主的な活動を推進するための措置） （体制の整備） （資源循環を促進する事業所の認定）  

（財政上の措置） 

 

参考例② 

栃木県プラスチック資源循環推進条例（議員提案）（令和２年３月 10 日施行） 

（前文）プラスチックは、我々の生活に利便性と恩恵をもたらした。さらに、機能の高度化を通じ、食

品等の長期の品質保持を可能として食品ロスの削減に寄与するとともに、軽量化によって運搬時のエネ

ルギー効率の改善等を促進し、社会的課題の解決に貢献してきた。 

他方、今、資源の大量消費が気候変動などを地球規模で引き起こしている。とりわけ、プラスチック

前文 
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に関しては、いわゆるマイクロプラスチックなどの海洋ごみが生態系に大きな影響を与えるリスクが懸

念されており、早急かつ実効性のある対策が求められている。 

今こそ使い捨て型の大量消費社会から循環型社会への大胆な移行が必要であり、プラスチックの持つ

高度な機能を尊重しつつ、プラスチックとの上手な付き合い方を探求し、持続可能な社会の実現に向け

た新たな 1 歩を踏み出していかなければならない。 

栃木県は、山・川・里・湖など豊かな自然にあふれ、美しく清らかな環境を有する。無駄に使われる

資源を徹底的に減らし、将来にわたり「ふるさと栃木」の豊かな自然と清らかな環境を引き継いでいく

ことは、我々の使命であり、責任である。 

ここに、プラスチックが資源として適正に循環する体制を築き、持続可能な循環型社会を実現するこ

とを決意し、この条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、栃木県環境基本条例(平成 8 年栃木県条例第 2 号)第 3 条の基本理念(以下「基本

理念」という。)にのっとり、プラスチック資源循環の推進に関し、県の責務等を明らかにするとともに、

プラスチック資源循環の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、プラスチック資源循

環の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって循環型社会の形成並びに県民の健康の保持

及び増進に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成 12 年法律第 110 号。以下「循環基本法」という。)

第 2 条第 1 項に規定する循環型社会をいう。 

(2) 循環資源 循環基本法第 2 条第 3 項に規定する循環資源をいう。 

(3) 循環的な利用 循環基本法第 2 条第 4 項に規定する循環的な利用をいう。 

(4) 廃プラスチック類等 次に掲げる物をいう。 

ア 廃プラスチック類 

イ 1 度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック製の物品(現に

使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売その他の人の活動に伴い副

次的に得られたプラスチック製の物品(アに掲げる物を除く。) 

(5) プラスチック資源 循環プラスチック製の製品、容器等(以下「プラスチック製品等」という。)

が廃プラスチック類等となることを抑制し、並びにプラスチック製品等が循環資源となった場合にお

いてはこれについて適正に循環的な利用を行い、及び循環的な利用が行われない廃プラスチック類等

については適正に処分することをいう。 

以下条文省略 

第 3 条 (県の責務) 

第 4 条 (事業者の責務) 
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第 5 条 (県民の責務) 

第 6 条 (市町村との連携等) 

第 2 章 プラスチック資源循環の推進に関する基本的な指針 

第 7 条 基本指針 

第 3 章 プラスチック資源循環の推進に関する基本的施策 

第 8 条 (廃プラスチック類等の発生の抑制) 

第 9 条 (廃プラスチック類等の循環的な利用の促進等) 

第 10 条 (廃プラスチック類等の適正な処分) 

第 11 条 (教育及び学習の振興等) 

第 12 条 (研究及び技術開発に対する支援) 

第 13 条 (産業の振興) 

第 14 条 (推進体制の整備) 

第 15 条 (財政上の措置) 

 

 

３．参考文献・参考資料 

本提言書を作成するに当たっては、次の資料、文献等を参考にさせていただきまし

た。ここに掲記し、お礼申し上げます。 

●ホームページ 

省庁等 （農林水産省、経済産業省、環境省、日本財団）   

掲載自治体 （鎌倉市、葉山町、神戸市、亀岡市、大崎町、大木町、大分県、日

田市）   

掲載企業 （株式会社カヤック、イオングループ、セブンイレブンジャパン、斗々

屋、ＬＯＯＰジャパン、株式会社ニッスイ） 

 

  ●その他 

佐伯市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

全国市議会議長会研修資料 

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWF ジャパン） 
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４．調査・研究の軌跡 

 
 

月日 会議名 議題 場所等 

2021 年（令和３年） 

５月７日 政策研究会 正副会長決定及び活動方針協議  

５月 21 日 政策研究会 会の在り方、活動方針協議  

５月 28 日 政策研究会 調査・研究テーマの選定協議  

６月７日 政策研究会 テーマ選定に係る各会員からのプレゼンテーション  

６月 15 日 議会運営委員会 調査・研究テーマの承認  

６月 24 日 政策研究会 調査・研究方針協議  

７月 15 日 政策研究会 管内視察の内容協議  

７月 29 日 政策研究会 管内視察 エコセンター番匠 

９月 22 日 政策研究会 視察まとめ  

10 月 13 日 政策研究会 執行部聞き取り（農林水産部）  

11 月 22 日 政策研究会 執行部聞き取りまとめ  

2022 年（令和４年） 

２月 16 日 政策研究会 河川清掃に関する協議  

４月８日 政策研究会 海岸清掃の内容協議等  

４月 19 日 
海岸清掃 

管内視察 

漂着プラスチックごみ調査 

事業所視察（アサヒ産業） 

大入島 

西浜 

５月 25 日 政策研究会 海岸清掃・菅内視察まとめ  

６月 17 日 政策研究会 視察先協議  

６月 29 日 政策研究会 行政視察打ち合わせ  

７月 20 日～22 日 行政視察 

神奈川県葉山町、 

神奈川県鎌倉市、 

(株)カヤック（鎌倉市） 

 

神奈川県 

８月４日 政策研究会 環境省とのオンライン研修会  

８月 10 日 政策研究会 行政視察、研修会のまとめ  

９月９日 政策研究会 今後の方向性の協議  

９月 22 日 政策研究会 提言書内容の協議（全体構成等）  

10 月４日 政策研究会 提言書内容の協議（第１章第２章）  

10 月 17 日 政策研究会 提言書内容の協議（第１章第２章）  

11 月 10 日 政策研究会 アンケート結果のまとめ  

11 月 30 日 政策研究会 提言書内容の協議（第１章第２章）  
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2023 年（令和５年） 

１月 10 日 政策研究会 提言書内容の協議（第２章第３章）  

１月 27 日 政策研究会 提言書内容の協議（第３章第４章）  

２月３日 政策研究会 提言書内容の協議（第３章第４章）  

２月 13 日 政策研究会 提言書内容の協議（全体のまとめ）  
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佐伯市議会 議員政策研究会 

 会 長  髙 司 政 文 

副会長  大 野 達 也 

会 員  大 﨑 栄 治 

吉 良 栄 三 

髙 橋 圭 一 

福 嶋 勝 彦 

本 田 房 代 

森 三 千 年 

山野内 眞 人 


